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令 和 ６ ・ ７ 年 度 宮 城 県 建 設 関 連 業 務 

入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 の 御 案 内 
 
             令 和 ６ 年 ２ 月 

            宮   城   県 
 
 令和６・７年度における宮城県が発注する建設関連業務についての入札参加資格審査申請の受

付を下記により実施しますので、希望する方は申請願います。 

 なお、申請に当たっては、あらかじめ次の事項について御了承願います。 

① この審査の結果、宮城県の建設関連業務入札参加資格が承認された事業者については、登録 

内容を公表いたします。 

② 情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、開示する場合があります。 

 

記 

建 設 関 連 業 務 入 札 参 加 資 格 等 審 査 申 請 要 領 

 
１ 申請資格 
 建設関連業務の業種ごとに必要な登録を受けている者で、次の各号のいずれにも該当しない者 
 
 （１）契約を締結する能力を有しない者（契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、 

   被保佐人又は未成年者を除く。）、破産手続開始の決定を請けて復権を得ない者、暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に

掲げる者 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに

該当し、参加資格の取消通知日から知事が定める期間において参加登録の資格を失ってい

る者（参加資格喪失期間満了日の翌日以後の競争入札に参加するために登録を受けようと

するものを除く。） 

 （３）建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程の別表第一の左欄に掲げる業務 

   の種類に応じ、同表中欄に掲げる法令等の規定による登録を受けていない者（表「業種ご 

とに必要な登録」参照） 

 （４）契約の種類及び金額に応じ、経営の規模及び状況からみて債務不履行のおそれがあると 

   認められる者 

 （５）都道府県税に未納がある者 

 （６）消費税及び地方消費税に未納がある者 

※（５）及び（６）について 

徴収金に未納がある場合でも、新型コロナウイルス感染症に伴う県税の徴収猶予制度又は国税の納税猶

予制度が適用となった場合は入札参加業者登録が可能です。 
 

  ○業種ごとに必要な登録 
 

業種 法令等の登録 部門 

測量 
測量法（昭和２４年法律第１８８号） 

第５５条の規定による登録 
公共測量 その他 

建設 

コンサルタント 

建設コンサルタント登録規程 

（昭和５２年建設省告示第７１７号） 

第５条の規定による登録 

河川、砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木 道

路 

鉄道 上水道及び工業用水道 下水道 農業土木 

森林土木 水産土木 造園 都市計画及び地方計画 地質 

土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート トンネル 

施工計画・施工設備及び積算 建設環境 機械 電気電子 

地質調査 
地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省 

告示第７１８号）第５条の規定による登録 
土質調査 岩盤調査 物理探査 試験・計測 その他 

補償 

コンサルタント 

補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省 

告示第１３４１号）第５条の規定による登録 

土地調査 土地評価 物件 機械工作物  

営業補償・特殊補償 事業損失 補償関連 総合補償 

建築設計 
建築士法（昭和２５年法律第２０２号） 

第２３条の規定による登録 
建築 電気設備 機械設備 耐震診断 
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２ 申請方法及び申請受付期間 

提出方法は原則郵送によるものとしますが、窓口にて書類を受け取ることも可能です。提出

先は「６ 問合せ・提出先」を参照ください。ただし、窓口にて書類をお預かりする場合、そ

の場で審査等は行いませんので御注意ください。 

申請受付期間は別に定める申請日程表のとおりです。 

 

３ 申請書類及び提出方法等 
「記載の注意点（P.7）」及び記入例等を御確認の上、書類を作成してください。審査基準日

は、申請日の直前の営業年度（当該年度の決算が確定していない場合は、その前営業年度）の

終了日とします。ただし、法令に基づく登録で財務諸表の提出を義務付けられている場合は、

国への現況報告書等の受付が完了しているもので最新のもの（複数業種を申請される場合で、

業種によって受付が完了していないものがある場合は完了しているものに合わせること）を基

準とします。 

  なお、職員及び技術者の数については、申請日現在に常勤している者を記載してください。 

 

（１）新規で申請する場合 
   以前に登録していて、現在は登録のない方が再登録をする場合も新規となります。 

 ① 申請書類 

○ファイルに綴じるもの（該当する書類を、№１～１８の順に綴ってください。） 

全 業 種 共 通 

１ 
建設関連業務入札参加資格申請 受付整理票（チェックリスト） 
＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

２ 
建設関連業務競争入札参加資格承認申請書〔様式第１号〕   
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

３ 

委任状〔別紙２〕  
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 該 当 者 

・宮城県と行う取引（見積･入札･契約締結等）を、本店以外の支店等（受任機関）に委任する場合に 

  必要 

・本店または受任機関のどちらで登録するかは、業種ごとに選択できます。 

４ 
誓約書〔様式第１号の３〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

５ 

納税証明書（宮城県税） 

〔課収受日までに納期限が到来した全ての県税に未納がないことの証明〕 
写し可 該 当 者 

・宮城県内に、本店、支店、営業所等がある場合（受任の有無にかかわらず）に必要です 

・宮城県内の各県税事務所で発行（申請書の課収受日から遡って３か月以内の発行に限る） 

・内容については、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。 

・課税額が０円の場合でも必要です。 

６ 

納税証明書（消費税及び地方消費税） 

〔種類：「その３」「その３の２（個人事業主）」「その３の３（法人）」のいずれか。課収受日

までに納期限が到来した消費税及び地方消費税に未納がないことの証明〕 

写し可 全 業 者 

・本店所在地を管轄する税務署で発行（申請書の課収受日から遡って３か月以内の発行に限る） 

・内容については、本店所在地を管轄する税務署にお問い合わせください。 

・課税額が０円の場合でも必要です。 

７ 
経営規模等総括表〔様式第２号〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。（２ページ有） 

原本 全 業 者 

８ 

財務諸表 

[法人：「貸借対照表」「損益計算書(※)」「株主資本等変動計算書及び注記表」] 

[個人：「貸借対照表」「損益計算書（※）」]                   

写し 全 業 者 

・直近１年分の営業年度（決算済み）のもの。 

※ただし、損益計算書のみ前々年分も提出すること。 

９ 
技術職員名簿〔様式第３号〕(業種ごとに別葉にしてください。) 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kmzuni4.html
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１０ 

技術職員名簿に記載された技術者の資格を確認できる登録証等 

（表「資格及び確認資料等」参照） 
＊「技術職員名簿」の順に並べてください。 

写し 全 業 者 

１１ 
建設関連業務入札参加資格等審査申請書（付属資料）〔別紙１〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

 

⑴ 

 

 

 

 

 

ＩＳＯ（国際標準化機構）規格の登録証 写し 該 当 者 

・対象規格は、ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズです。 

・(公財)日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）またはＪＡＢと相互承認している認定機関 

 が認定した審査登録機関の認証を取得していることが必要です。 

・認証取得した営業所及び認証部門は問いません。 

・申請日現在有効で、初回登録日、更新日及び有効期限が記載されているものが必要です。 

・登録の詳細については、審査機関に直接お問い合わせください。 

⑵ 

 

 

 

みちのく環境管理規格（みちのくＥＭＳ）の登録証 写し 該 当 者 

・認証取得した営業所及び認証部門は問いません。 

・申請日現在有効で、初回登録日、更新日及び有効期限が記載されているものが必要です。 

・登録の詳細については、審査機関に直接お問い合わせください。 

※ISO14000シリーズとの重複加点は行いません。 

⑶ 

 

 

ポジティブ・アクションの推進に係る確認書（または認証書） 写し 該 当 者 

・宮城県知事が認定したもので、申請日現在有効のもの 

・令和元年以降、「女性のチカラを活かす企業」認証制度に基づく宮城県知事表彰を受けている場合は、

追加の加点があります。 

・制度の詳細については、宮城県 環境生活部 共同参画社会推進課 男女共同参画推進班 

（電話：022-211-2568）にお問い合わせください。 

⑷ 

 

 

 

 

障害者雇用状況報告書〔厚生労働省告示様式第６号〕 写し 該 当 者 

・令和５年６月１日現在で、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者の雇用義務があり、

障害者雇用率を達成した事業者のみ提出 

・公共職業安定所の受付印のあるものに限る（電子申請の場合は、受付完了通知または状況確認画面等

を印刷したものを併せて提出すること。） 

・制度の詳細については、本店所在地を管轄する公共職業安定所にお問い合わせください。 

 

申 請 業 種 に 応 じ た 書 類 

１２ 測量 

 

(1) 

 

｢測量業者登録証明書」、「測量法に基づく測量業者としての登録（更

新）通知書」または直前の「測量業者登録申請書（第一面・受付

済）」のどれか１つ 

写 し 全業者 

(2) 

 
直前の「添付書類（ト）（法第５５条の３第６号）誓約書」 
 ＊測量業者登録申請書類のうち測量士の配置についての誓約書 

写 し 全業者 

 
(3) 

 

「測量法第５５条の８第１項及び第２項の規定に基づく書類」 
 ＊直近２年分のうち財務に関する報告（表紙、別表第１３（第１４条関係）、注記

表） 
写 し 全業者 

１３ 建設コンサルタント 

１４ 地質調査 

１５ 補償コンサルタント 

 

(1) 
 

 

登録、更新、追加、消除の通知 
＊直前の現況報告書提出以降に変更があった場合や営業を開始したばかりで、 

まだ現況報告をしたことがない場合。 
写 し 該当者 

(2) 
 

「現況報告書」 
 ＊直近２年分の「現況報告書」一式（国（地方整備局）の確認済印があるもの） 

  ただし、前々年分は「直前１年の事業収入金額」、「財務事項一覧表」の記載が確

認できる部分のみの提出で可。（(1)の場合を除く） 

写 し 全業者 

１６ 建築設計 
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「建築士事務所登録（更新）通知書」、「建築士事務所登録証明書」または

直前の「建築士事務所登録申請書（受付済）」のどれか１つ 
 ＊直前の登録以降「管理建築士」に変更があった場合、「建築士事務所登録証明書」 

 ＊業種を受任機関に委任する場合は、上記書類は受任機関のものを提出すること 

写 し 全業者 

１７ 

雇用している障害者の障害者手帳 写 し 該当者 

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者の雇用義務がない事業者で、障害者を 

 雇用している場合のみ対象 

・手帳の有効期限等を確認できるよう、表紙を含む全てのページが確認できる形で提出すること 

１８ 

常勤性を確認できる資料 
 ＊「技術職員名簿」に記載された技術者と、障害者雇用義務はないが障害者を雇用

している場合はその該当者分。 

写 し 該当者 

・直前の「健康保険等の標準報酬決定通知書（発行元の印または到達番号（電子のみ）があるも 

の）」または「住民税特別徴収税額通知書」、「青色・白色申告（個人事業者のみ）」のどれか 

・上記資料でのみ確認を行います（個人の健康保険証等では不可）。 

・「技術職員名簿」の記載順とする等、突合しやすいように整理してください。 

 

○ ファイルに綴じないもの（該当書類を、№１９～２１の順に並べて提出してください。） 

１９ 
建設関連業務競争入札参加資格承認申請入力票（その１）（その２） 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。（２ページ） 

原本 全業者 

２０ 
建築設計業務入札参加資格承認申請追加調書 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 
建築設計 

申請者 

２１ 

返信用封筒（切手貼付） 
 ・申請受付後、入力票の写しを申請者宛て受付控として送付します。長 3 サイズの封筒に

84 円切手を貼付の上、返送先を記入したものを提出してください。料金不足の場合は

受取人払いでお送りするので御了承ください。 

 ・申請書類の収受確認及び受付控の送付はこちらによるもののみとし、書類の到達確認・

進捗確認等の問合せには一切お答えできませんので御了承ください。申請書類がこちら

に届いたか確認を行いたい場合はあらかじめ書留郵便等の追跡確認が可能な郵便にて送

付してください。 

全業者 

 

② 提出方法 
 ・１部のみ作成し、提出してください。副本の提出は不要です。 

 ・表紙に「令和６・７年度建設関連業務競争入札参加資格承認申請書」及び「商号又は名称」、

背表紙に「商号又は名称」を記入したＡ４ファイルに綴じ、ファイルに綴じない書類を添え

て提出してください。 

   

 【ファイルの作成例】 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○
○
○
○
株
式
会
社 

 

令和６ ･７ 年度 

建設関連業務競争入札 

参加資格承認申請書 

 

 

Ａ４判ファイル 

※色の指定はありません。 

 

○○○○株式会社 

背表紙は、上に 

１cm 以上スペー

スを空けて商号

又は名称を記入

してください。 

№１～１８まで 

の書類を、番号順

にファイルする。 

№１９、２０の書類及

び№２１の封筒は綴ら

ず、ファイルに添えて

提出すること 
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（２）業種の追加を申請する場合 
 令和６・７年度の入札参加資格が承認されていて、現在登録のない業種を追加で登録する方が対象 
 

① 申請書類 
  ○ファイルに綴じないで提出（該当書類を、№１～１４の順に並べて提出してください。） 

全 業 種 共 通 

１ 
建設関連業務入札参加資格業種追加申請 受付整理票（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） 
＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

２ 
建設関連業務競争入札参加資格業種追加承認申請書〔様式第１号〕   
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

３ 

委任状〔別紙２〕  
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 該 当 者 

・宮城県と行う取引（見積･入札･契約締結等）を、本店以外の支店等（受任機関）に委任する場合に 

  必要です 

・本店または受任機関のどちらで登録するかは、業種ごとに選択できます。 

４ 
経営規模等総括表〔様式第２号〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。（２ページ有） 

原本 全 業 者 

５ 
技術職員名簿〔様式第３号〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

６ 

技術職員名簿に記載された技術者の資格を確認できる登録証等 

（表「資格及び確認資料等」参照） 
＊「技術職員名簿」の順に並べてください。 

写し 全 業 者 

７ 

常勤性を確認できる資料 
 ＊「技術職員名簿」に記載された技術者分。 

写し 該当者 

・直前の「健康保険等の標準報酬決定通知書（発行元の印または到達番号（電子のみ）があるも 

の）」または「住民税特別徴収税額通知書」、「青色・白色申告（個人事業者のみ）」のどれか 

・上記資料でのみ確認を行います（個人の健康保険証等では不可）。 

・「技術職員名簿」の記載順とする等、突合しやすいように整理してください。 

８ 
建設関連業務競争入札参加資格承認申請入力票〔業種追加用〕 

（その１）（その２） 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。（２ページ） 

原本 全業者 

 

申 請 業 種 に 応 じ た 書 類 

９ 測量 

 

(1) 

 

｢測量業者登録証明書」、「測量法に基づく測量業者としての登録（更新）

通知書」または直前の「測量業者登録申請書（第一面・受付済）」のどれ

か１つ 

写し 全業者 

(2) 

 
直前の「添付書類（ト）（法第５５条の３第６号）誓約書」 
 ＊測量業者登録申請書類のうち測量士の配置についての誓約書 

写し 全業者 

 
(3) 

 
「測量法第５５条の８第１項及び第２項の規定に基づく書類」 
 ＊直近２年分のうち財務に関する報告（表紙、別表第１３（第１４条関係）、注記表） 

写し 全業者 

１０ 建設コンサルタント 

１１ 地質調査 

１２ 補償コンサルタント 

 

(1) 
 

 

登録、更新、追加、消除の通知 
＊直前の現況報告書提出以降に変更があった場合や営業を開始したばかりで、 

まだ現況報告をしたことがない場合。 
写し 該当者 

(2) 
 

「現況報告書」 
 ＊直近２年分の「現況報告書」一式（国（地方整備局）の確認済印があるもの） 

  ただし、前々年分は「直前１年の事業収入金額」、「財務事項一覧表」の記載が確認で

きる部分のみの提出で可。（(1)の場合を除く） 

写し 全業者 

１３ 建築設計 

 
(1) 
 

 

「建築士事務所登録（更新）通知書」、「建築士事務所登録証明書」また

は直前の「建築士事務所登録申請書（受付済）」のどれか１つ 
 ＊直前の登録以降「管理建築士」に変更があった場合、「建築士事務所登録証明書」 

 ＊業種を受任機関に委任する場合は、上記書類は受任機関のものを提出すること 

写し 全業者 
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(2) 

 
建築設計業務入札参加資格承認申請追加調書 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください 

原本 全業者 

１４ 

返信用封筒（切手貼付） 
 ・申請受付後、入力票の写しを申請者宛て受付控として送付します。長 3 サイズの封筒に 84

円切手を貼付の上、返送先を記入したものを提出してください。料金不足の場合は受取人払

いでお送りするので御了承ください。 

 ・申請書類の収受確認及び受付控の送付はこちらによるもののみとし、書類の到達確認・進捗

確認等の問合せには一切お答えできませんので御了承ください。申請書類がこちらに届いた

か確認を行いたい場合はあらかじめ書留郵便等の追跡確認が可能な郵便にて送付してくださ

い。 

全業者 

 

 ② 提出方法 
  １部のみ作成し、提出してください。副本の提出は不要です。 

 

（３）部門の追加を申請する場合 
 令和６・７年度の入札参加資格が承認されている業種のうち、登録のない部門を追加する方が対象 
  
 ① 申請書類 
  ○ファイルに綴じないで提出（該当書類を、№１～４の順に並べて提出してください。） 

１ 
建設関連業務競争入札参加資格部門追加承認申請書〔様式第１号〕 
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 全 業 者 

２ 

委任状〔別紙２〕  
 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 

原本 該 当 者 

・宮城県と行う取引（見積･入札･契約締結等）を、本店以外の支店等（受任機関）に委任 

  する場合に必要 

 ・追加する部門についてのみ作成 

３ 建設コンサルタント、補償コンサルタントに係る登録、追加の通知 写し 該当者 

４ 
建設関連業務競争入札参加資格承認申請入力票〔部門追加用〕（その１） 

 ＊契約課ホームページからダウンロードして作成してください。 
原本 全業者 

 

 ② 提出方法 
 ・１部のみ作成し、提出してください。副本の提出は不要です。 

 ・申請者受付控えが必要な方は、申請書控え（正本のコピー可）及び切手(８４円)を貼付した返

信用封筒（長３）を同封してください。受付後、押印したものを返送いたします。 

 

４ 入札参加資格の承認 
  適格と認められる場合には、四半期ごと（７月、１０月、１月、４月）に承認を行い、承認 

 番号を付記した「建設関連業務競争入札参加資格承認書」を送付します。 

 

５ 変更の届出 
  登録内容に変更があったときは、「建設関連業務競争入札参加資格に係る変更届」（様式第７号） 

 に変更の事実を証する書面を添えて速やかに提出願います。 

 

６ 問合せ及び提出先 

  宮城県出納局契約課 管理班 

  住所 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 

  電話 ０２２－２１１－３３３５／ＦＡＸ ０２２－２１１－３３９９ 

  Ｅメール keiyakm1@pref.miyagi.lg.jp  ※＠の前は数字の１ 

mailto:keiyakm1@pref.miyagi.lg.jp
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記 載 の 注 意 点 
 

１ 様式第１号「建設関連業務競争入札参加資格承認申請書」関係 

・登録日時点の情報を記載すること。 

・業種欄の（本・受）の別は、本店で申請するか、受任機関（見積、入札及び契約締結等の権限を

委任する支店等）で申請するか、該当する方を○で囲むこと。どちらで申請するかは、業種ごと

に選択可能 

・部門欄については、申請する番号を○で囲むこと。 

・建築設計の登録番号及び登録年月日については、申請する営業所（受任機関で申請する場合は、

本店ではなく受任機関）の登録番号等を記載すること。 

２ 様式第２号「経営規模等総括表」関係 

  ⑴ 営業収入実績高 

   ・消費税抜きの金額を記入すること。（千円単位） 

   ・実績高は２４か月分を満たす分を記入すること。 

   ・業種別年間平均実績高は小数点以下第１位を四捨五入すること。 

   ・現況報告書等で報告した実績高を移記すること。（報告した実績を再分割しないこと） 

   ・申請しようとする業種以外の実績については、その他に記入すること。 

  ⑵ 自己資本額 

   ・直近の財務諸表から記入すること。（千円単位、千円未満四捨五入） 

  ⑶ 職員の数 

   ・申請日現在における組織全体の常勤の者について記入すること。 

   ・技術職員数については、表「資格及び確認資料等」に記載のある各資格を所持している者の数

を延人数で記入すること。 

   ・「その他職員」及び「合計」については、実人数を記入すること（技術職員数は延人数で記載

するため、集計しても合計が合わなくて良い）。 

  ⑷ 営業年数 

   ・営業を開始した年月は、建設関連業務の営業を開始した年月を記入すること。 

   ・営業年数は、申請日の属する営業年度の終了日までの満の年数を記入すること。 

３ 様式第３号「技術職員名簿」関係 

   ・申請業種別に作成すること。一枚におさまらない場合は、業種ごとに複数枚作成すること。 

   ・片面印刷すること（資格確認資料など、枚数が多い場合は２アップ（２面付け）印刷可） 

   ・常勤職員で申請する業種の加点対象資格（表「資格及び確認資料等」に記載されている各業種

に対応する資格）がある職員についてのみ、記載すること。 

   ・業種をまたいで加点となる資格は、加点を希望する業種の名簿にのみ記載すること。（技術士

「建設部門―土質及び基礎」、「応用理学部門―地質」は、建コンと地質調査のどちらか一方

でのみカウント） 

   ・資格による加点は、業種ごとに１１０点までなので、超える分は記載不要。 

   ・技術士については、選択科目名まで記入すること。 

・「常勤確認資料」欄は、職員ごとに提出する常勤確認資料を選択すること。 

   ・資格を証する書類（登録証の写し等）は名簿の記載順に並べてください。常勤確認の資料は名

簿と突合できるよう任意の番号を振り、その番号を名簿に転記してください。 

※ 別途作成・公開しているＦＡＱについても適宜確認すること。 
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表「資格及び確認資料等」 
・技術職員名簿〔様式第３号〕に記載できる技術の資格（格付けの加点対象資格）は、下表のとおりです。 

・資格の種類により、５点、２点に分かれています。 

・加点の基礎となる数値の上限が、各業種ごと１１０点ですので、１１０点を超える分は記載不要です。 

 （５点の方で最大２２名、２点の方で最大５５名まで記載してください。）  
 

業
種 

点
数 資  格 確認資料(写し提出)※下記のいずれか 

測
量 

５
点 

測量士 ・測量士（補）登録通知書 
・測量士（補）登録証明書 
・測量士（補）名簿記載事項証明書 

２
点 

測量士補 

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

５
点 

技術士 
・電気電子部門 ・建設部門 ・情報工学部門 
・総合技術監理部門（上記部門に限る） 

・技術士登録証（総合技術監理部門以外） 
・技術士登録等証明書 
＊総合技術監理部門は選択科目まで確認する必要が
あるので「技術士登録等証明書」に限る。 

技術士（「 」内の選択科目に限る） 
・機械部門「機械設計」「機構ダイナミクス・制御」 
 「流体機器」 
・上下水道部門｢上水道及び工業用水道｣｢下水道｣ 
・農業部門「農業農村工学」 ・森林部門「森林土木」 
・水産部門「水産土木」   ・応用理学部門「地質」 
・総合技術監理部門（上記部門＋科目に限る） 

※ただし、平成 30年度以前に機械部門（「流体工学」又は

「交通･物流機械及び建設機械」）、農業部門「農業土木」、ま

たは総合技術監理部門（上記部門＋科目に限る）に合格し登

録を受けている者は有資格者とみなす。 

・技術士登録等証明書 
 ＊選択科目まで確認する必要があるので、 
  「技術士登録証」は不可 

２
点 

１級土木施工管理技士 ・１級技術検定合格証明書 

環境計量士（濃度関係） 
環境計量士（騒音・振動関係） 

・計量士登録証 

第 1種電気主任技術者 ・第 1種電気主任技術者免状 

伝送交換主任技術者 
線路主任技術者 

・電気通信主任技術者資格者証 

ＲＣＣＭ ・ＲＣＣＭ登録証 

地
質
調
査 

５
点 

技術士（「 」内の選択科目に限る） 
・建設部門「土質及び基礎」 
・応用理学部門「地質」 
・総合技術監理部門（上記部門＋科目に限る） 

・技術士登録等証明書 
 ＊選択科目まで確認する必要があるので、 
  「技術士登録証」は不可 

２
点 

地質調査技士 
・地質調査技士登録証 
 ＊有効期限が記載されたカード型のもの 
・資格登録証明書 

補

償

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト 

２
点 

不動産鑑定士 
・不動産鑑定士登録通知書 
・不動産鑑定士登録証明書 

土地家屋調査士 
・土地家屋調査士登録通知書 
・土地家屋調査士登録証 

司法書士 
・司法書士登録通知書 
・司法書士登録証 

補償業務管理士 
・補償業務管理士登録証 
 ＊有効期限が記載されたカード型のもの 

建
築
設
計 

５
点 

構造設計１級建築士（１級建築士と重複不可） ・構造設計１級建築士証 

設備設計１級建築士（１級建築士と重複不可） ・設備設計１級建築士証 

１級建築士 
・１級建築士免許証 
・１級建築士免許証明書 

建築設備士（この資格に限り、有効期限超過のものも認める） 
・建築設備士登録証 
・建築設備士登録証明書 

２
点 

２級建築士（１級建築士と重複不可） 
・２級建築士免許証 
・２級建築士免許証明書 

建築積算士 
・建築積算士登録証 
・建築積算士登録証明書 

＊特に記載のないものは、カード型または証書型（Ａ４判）のどちらでも可 


